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(57)【要約】
【課題】様々な長さの物干し竿を架設することができ、
設置場所の美観を損なわず、構造もシンプルな物干し装
置を提供する
【解決手段】物干し竿１４の一端部支持するための竿支
持具１８を備える。基端部に平坦な端面３２が形成され
、先端寄りの位置に物干し竿１４を抜き差し可能な貫通
孔３４が設けられたステー２０を備える。物干し竿１４
を吊り下げるためのワイヤ２２と、ワイヤ２２を保持す
るワイヤ保持具２４とを備える。竿支持具１８は第一の
壁面Ka1に固定され、ワイヤ保持具２４は第二の壁面Ka2
に固定される。架設状態で、物干し竿１４の一端部が竿
支持具１８に支持され、他端部寄りの部分がステー２０
の貫通孔３４内に配される。ワイヤ２２は、物干し竿１
４の荷重に抗してステー２０を斜め上向きに引っ張り、
その引っ張り力によってステー２０の端面３２が第二の
壁面Ka2に当接して位置決めされ、物干し竿１４及びス
テー２０が保持される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物干し竿の一端部を着脱自在に支持するための竿支持具と、
　壁面に当接させる基端部を有し、先端寄りの位置に前記物干し竿を抜き差し可能な貫通
孔が設けられたステーと、
　前記物干し竿を吊り下げるためのワイヤと、
　前記ワイヤを保持するワイヤ保持具とを備え、
　前記物干し竿が架設された状態で、
　前記竿支持具は、第一の壁面に固定され、
　前記ワイヤ保持具は、前記第一の壁面と所定の角度で交わる第二の壁面の、前記竿支持
具よりも高い位置に固定され、
　前記物干し竿は、前記一端部が前記竿支持具に支持され、他端部寄りの部分が前記ステ
ーの前記貫通孔内に配され、
　前記ワイヤは、前記物干し竿の荷重に抗して前記ステーを前記ワイヤ保持具の方向に斜
め上向きに引っ張り、その引っ張り力によって、前記ステーの前記基端部を前記第二の壁
面に当接させて位置決めし、前記物干し竿及び前記ステーが保持されることを特徴とする
物干し装置。
【請求項２】
　前記ワイヤは、前記物干し竿を介して前記ステーを前記ワイヤ保持具の方向に引っ張る
請求項１記載の物干し装置。
【請求項３】
　前記物干し竿は、前記一端部の周面に凸条又は凹溝が形成され、
　前記竿支持具には、前記物干し竿の前記凸条又は凹溝と係合可能な係合部が設けられ、
　前記物干し竿が架設された状態で、前記物干し竿は、前記凸条又は凹溝と前記係合部と
が係合することによって、自己の長手方向に抜け止めされる請求項１又は２記載の物干し
装置。
【請求項４】
　前記ステーには、前記基端部から離れた前記貫通孔寄りの位置に、衣服用ハンガーのフ
ックを引っ掛けるための引掛け部が設けられている請求項１又は２記載の物干し装置。
【請求項５】
　前記竿支持具及び前記ステーは、素材が木材である請求項１乃至４のいずれか記載の物
干し装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、室内の壁又は建屋の壁を利用して物干し竿を架設するための物干し装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、特許文献１に開示されているように、建具の左右の縦枠に固定される一対のクラ
ンプと、基端部が各クランプに回動自在に軸着された一対のアームと、各アーム先端部の
間に支持されるポール（物干し竿）とを備えた部屋干しハンガー掛けがあった。使用時は
、一対のアームを略水平に起こしてストッパで支持することによりポールが架設される。
使用後は、ストッパを外してアームを略垂直に倒すことにより、壁の近傍（建具の縦枠の
近傍）に収めることができる。
【０００３】
　また、特許文献２に開示されているように、両端にそれぞれ係合部が設けられた伸縮自
在な物干し竿と、物干し竿の係合部に着脱自在に係合する係合部材とが設けられ、あらか
じめ壁の異なる位置に複数の係合部材を取り付けておき、使用時に、架設したい物干し竿
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の長さに応じて適当な２つの係合部材を選択し、その間に物干し竿を架け渡す室内物干し
構造があった。使用後は、係合部材から物干し竿を取り外すことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１６２３２０号公報
【特許文献２】実用新案登録第３０９８２５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１の部屋干しハンガー掛けの場合、建具に一旦取り付けると各部材（クランプ
、アーム、ストッパ及びポール）を分解することができないので、使用後にアームを倒し
て納めたとしても、各部材が部屋の壁にぶら下がった状態で残ってしまい、室内の美観を
損ねたり邪魔になったりするという問題がある。
【０００６】
　また、特許文献２の室内物干し構造の場合、物干し竿を取り外すことができるが、例え
ばこの室内物干し構造を、床面が四角形で四方を壁に囲まれた矩形の部屋（一般的な六畳
間や八畳間など）に設置する場合、物干し竿を短くして架設しようとすると、物干し竿を
壁に対して斜めの角度に配置しなければならず、部屋の美観を損ねたり、不快に感じたり
する。一方、物干し竿を壁に対して直角又は平行に配置しようとすると、物干し竿を対向
する壁と壁との間をいっぱいに伸ばして架設しなければならないので、洗濯物の量が少な
いときでも、物干し装置が広いスペースを取ってしまう。
【０００７】
　本発明は、上記背景技術に鑑みて成されたものであり、様々な長さの物干し竿を架設す
ることができ、設置場所の美観を損なわず、構造もシンプルな物干し装置を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、物干し竿の一端部を着脱自在に支持するための竿支持具と、壁面に当接させ
る基端部を有し、先端寄りの位置に前記物干し竿を抜き差し可能な貫通孔が設けられたス
テーと、前記物干し竿を吊り下げるためのワイヤと、前記ワイヤを保持するワイヤ保持具
とを備え、
　前記物干し竿が架設された状態で、前記竿支持具は、第一の壁面に固定され、前記ワイ
ヤ保持具は、前記第一の壁面と所定の角度で交わる第二の壁面の、前記竿支持具よりも高
い位置に固定され、前記物干し竿は、前記一端部が前記竿支持具に支持され、他端部寄り
の部分が前記ステーの前記貫通孔内に配され、前記ワイヤは、前記物干し竿の荷重に抗し
て前記ステーを、前記ワイヤ保持具の方向に斜め上向きに引っ張り、その引っ張り力によ
って、前記ステーの前記基端部を前記第二の壁面に当接させて位置決めし、前記物干し竿
及び前記ステーが保持される物干し装置である。
【０００９】
　前記ワイヤは、前記物干し竿を介して前記ステーを前記ワイヤ保持具の方向に引っ張る
ものである。
【００１０】
　前記物干し竿は、前記一端部の周面に凸条又は凹溝が形成され、前記竿支持具には、前
記物干し竿の前記凸条又は凹溝と係合可能な係合部が設けられ、前記物干し竿が架設され
た状態で、前記物干し竿は、前記凸条又は凹溝と前記係合部とが係合することによって、
自己の長手方向に抜け止めされる。
【００１１】
　また、前記ステーには、前記基端部から離れた前記貫通孔寄りの位置に、衣服用ハンガ
ーのフックを引っ掛けるための引掛け部が設けられている。また、前記竿支持具及び前記
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ステーは、素材が木材であることが好ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の物干し装置は、様々な長さの物干し竿を架設することができる。また、使用時
は、物干し竿を架設する方向を適宜設定することにより室内の美観を確保することができ
る。使用後においても、物干し竿を取り外すことができ、壁に小形の竿支持具とワイヤ保
持具が残るが、ほとんど気にならず邪魔にもならない。
【００１３】
　また、竿支持具とワイヤ保持具を壁に固定する際にビスや釘を使用した場合でも、壁に
残る痕跡が非常に小さくて済み、後で補修するとしても簡単である。したがって、例えば
、短い期間だけ賃貸アパートで生活する場合でも、部屋を引き払う際に重大なトラブルに
なりにくいので、安心して使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の物干し装置の一実施形態を使用して物干し竿を架設した様子を示す正面
図（ａ）、平面図（ｂ）である。
【図２】架設対象の物干し竿を示す正面図（ａ）、右側面図（ｂ）である。
【図３】この実施形態の物干し装置の竿支持具を示す正面図（ａ）、右側面図（ｂ）、平
面図（ｃ）である。
【図４】この実施形態の物干し装置のステーを示す正面図（ａ）、右側面図（ｂ）、平面
図（ｃ）である。
【図５】物干し竿が竿支持具に係合する部分の構造を説明する正面図（ａ）、平面図（ｂ
）である。
【図６】この実施形態のワイヤ及びワイヤ保持具の設置状態を説明する正面図（ａ）、平
面図（ｂ）である。
【図７】この発明の他の実施形態のワイヤ及びステーの設置状態を説明する正面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の物干し装置の一実施形態について、図面に基づいて説明する。この実施
形態の物干し装置１０，１２は、室内の２つの壁を利用して物干し竿１４，１６を架設す
るための装置であり、図１は、室内に、物干し装置１０を使用して長い方の物干し竿１４
を架設し、物干し装置１２を使用して短い方の物干し竿１６を架設した様子を示している
。架設されている部屋は、床面Yuが四角形で４つの壁に囲まれた矩形の部屋であり、４つ
の壁の中の１つが第一の壁Ka1、第一の壁Ka1と連続して直角に交わる壁が第二の壁Ka2で
ある。長い方の物干し竿１６は、第二の壁Ka2からやや離れた位置に第二の壁Ka2と略平行
に架設され、短い方の物干し竿１６は、第二の壁Ka2寄りの位置に第二の壁Ka2と略平行に
架設されている。
【００１６】
　長い方の物干し竿１４は、図２に示すように、本体１４ａが断面円形の細長いポールで
あり、本体１４ａの一端部のやや内側の周面に凹溝１４ｂが設けられ、凹溝１４ｂの外側
に凸条１４ｃが形成されている。本体１４ａの端面には、長手方向に膨らんだ膨出部１４
ｄが形成されている。膨出部１４ｄは、物干し竿１４の端部が後述する竿支持具１８内で
長手方向に僅かのあそびを有して嵌合し、揺動可能な程度の膨らみである。なお、凸条１
４ｃは、凹溝１４ｂを省略して、本体１４ａの一端部の周面をフランジ状に突出させるこ
とによって形成してもよい。短い方の物干し竿１６は、上記の物干し竿１４の本体１４ａ
の長さを短くしたものであり、凹溝１４ｂ、凸条１４ｃと同様の凹溝１６ｂ、凸条１６ｃ
が設けられている。
【００１７】
　まず、長い方の物干し竿１４を架設するための物干し装置１０について説明する。物干
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し装置１０は、竿支持具１８、ステー２０、ワイヤ２２及びワイヤ保持具２４で構成され
ている。
【００１８】
　竿支持具１８は、物干し竿１４の凸条１４ｃ側の端部を着脱自在に支持するための部材
であり、図３に示すように、上端が開口した略矩形の小形の箱状体である。内側の収容部
分の幅寸法と深さ寸法は、それぞれ物干し竿１４の凸条１４ｃの直径よりも僅かに大きい
。また、竿支持具１８の背面１８ａの内外面が平面状に形成され、前面１８ｂは、上端か
ら底面に至る位置まで深く切り欠かれ、その切り欠きの幅寸法は、物干し竿１４の凹溝１
４ｂの最深部が形成する円の直径よりも僅かに大きく、凸条１４ｃの先端が形成する円の
直径よりも小さい。すなわち、切り欠いた両側が互いに内向き突出することによって、一
対の突出部２８が形成されている。突出部２８は、物干し竿１４を架設するとき、凹溝１
４ｃ及び凸条１４ｃと係合する係合部として働く。
【００１９】
　ステー２０は、所定の厚みを有した細長い板材であり、図４に示すように、左側の基端
部から右側の先端部にかけて緩やかに細くなり、先端部の角が取れて丸くなっている。基
端部は、長手方向とほぼ直角に平坦な端面３２が形成され、端面３２は略長方形であり、
ここでは縦横比が約４／１である。先端部には、物干し竿１４の本体１４ａを抜き差し可
能な貫通孔３４が開口されている。貫通孔３４は、貫通方向の中央部が略円形で最も狭く
なっており、開口端に向かって横長の楕円状に広くなっている。さらに、ステー２０の中
央部からやや貫通孔３４に近い位置に長穴が形成され、衣服用ハンガーのフックを引っ掛
けるための引掛け部３６が設けられている。
【００２０】
　物干し竿１４を吊り下げるためのワイヤ２２と、ワイヤ２２を保持するフック等である
ワイヤ保持具２４については、物干し竿１４を架設する手順を説明する中で述べる。
【００２１】
　次に、物干し装置１０を使用して物干し竿１４を架設する手順の一例を説明する。まず
、竿支持具１８を、第一の壁Ka1の所定の位置に取り付ける。竿支持具１８を取り付ける
ときは、図５に示すように、底面を下側（床面Yu側）に配し、背面１８ａを第一の壁Ka1
にビス３８で固定する。ここでは、壁に大きな痕跡が残らないようにビス３８を使用して
いるが、一定以上の固定強度が得られれば他の方法で固定してもよい。
【００２２】
　次に、フックであるワイヤ保持具２４を、第二の壁Ka2の所定の位置に取り付ける。ワ
イヤ保持具２４も、図６に示すようにビス３８を使用してしっかりと固定する。ワイヤ保
持具２４を取り付ける位置は、第一の壁Ka1に取り付けた竿支持具１８よりも高い位置で
あり、後述するように、好ましくはステー２０の端面３２から貫通孔３４までの距離と等
しい距離だけ高くする。
【００２３】
　次に、ワイヤ保持具２４にワイヤ２２の一端を引っ掛ける。ワイヤ２２は、伸びにくく
切れにくい金属ワイヤ等を使用するとよい。ワイヤ２２の長さは、ステー２０が水平に位
置するように、ワイヤ保持具２４と物干し竿１４の挿通位置まで長さに調節され、ワイヤ
保持具２４に引っ掛けた側とは反対側の端部に輪２２ａが設けられている。
【００２４】
　次に、物干し竿１４の本体１４ａの一端部（凹溝１４ｃ及び凸条１４ｃのない側の端部
）をワイヤ２２の輪２２ａの中に挿通し、凹溝１４ｃ及び凸条１４ｃがある側の端部を竿
支持具１８の上端から収容部分に入れる。物干し竿１４が竿支持具１８内に入ると、図５
に示すように、物干し竿１４の凹溝１４ｂが竿支持具１８の突出部２８によってガイドさ
れ、凸条１４ｃが突出部２８及び膨出部１４ｄによってガイドされ、滑らかに下向きに移
動する。物干し竿１４は、凸条１４ｃが竿支持具１８に入って支持されると、凸条１４ａ
と突出部２８とが係合することにより、長手方向に抜け止めされる。また、背面１８ａの
左右の端部（隆起部２６のない部分）と前面１８ｂとの間に凸条１４ｃが移動できる空間
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があるので、本体１４ａ第一の壁Ka1に対する本体１４ａの角度を左右方向に振らせるこ
とができる。
【００２５】
　次に、ステー２０の先端部の貫通孔３４内に、物干し竿１４の反対側の端部を挿入し、
図６に示すように、ステー２０をワイヤ保持具２４の近傍に配する。そして、基端部の端
面３２を、ワイヤ２２がワイヤ保持具２４と物干し竿１４との間にピンと張らせた状態で
、第二の壁Ka2に当接させる。すると、ワイヤ２２によって物干し竿１４がワイヤ保持具
２４の方向に引っ張られ、その引っ張り力が物干し竿１４を通じてステー２０に作用し、
ステー２０の端面３２が第二の壁Ka2に押し当てられ、摩擦力により保持される。また、
物干し竿１４も、ステー２０によって位置決めされ、ワイヤ２２の引っ張り力を受けて保
持される。
【００２６】
　こうして物干し竿１４が略水平に架設されると、図１に示すように、物干し竿１４の本
体１４ａに、シーツやタオル等の洗濯物３８を干すことができる。また、ステーの引掛け
部３６を利用して、ハンガー４０を取り付けたシャツ等の洗濯物３８を干すことができる
。
【００２７】
　物干し竿１４を架設した状態で、洗濯物３８等の重い物をしっかり支持するためには、
図６に示すように、ステー２０が第二の壁Ka2からほぼ水平に突出し、ワイヤ２２が斜め
約４５度の角度に張られた状態にすることが好ましい。これは、ステー２０の長さ、ワイ
ヤ２２の長さ、竿支持部１８及びワイヤ保持部２４の取り付け位置を調節することによっ
て簡単に実現することができる。また、例えば不慣れな人が架設した結果、例えば、竿支
持部１８やワイヤ保持具等の取り付け位置が多少ずれてしまったとしても大丈夫である。
図５（ｂ）に示すように、物干し竿１４の端部の凸条１４ｃが、竿支持具１８の係合部で
ある突出部２８に係合している部分には遊びがあり、図６（ｂ）に示すように、ステー２
０の貫通孔３４内の直径が変化している部分にも遊びがあるので、物干し竿１４が左右に
振れることによって上記の位置ずれが自動的に吸収され、ほぼ理想に近い状態に架設する
ことができる。
【００２８】
　洗濯物が乾いて回収した後（すなわち使用後）は、上記と反対の手順で物干し竿１４と
ワイヤ２２を取り外し、物置などに収納する。部屋の壁には、竿支持具１８とワイヤ保持
具２４が取り付けられたままになるが、いずれも小形なので気にならず、部屋の美観には
ほとんど影響しない。
【００２９】
　次に、短い方の物干し竿１６を架設するための物干し装置１２について説明する。物干
し竿１６は、上記の物干し竿１４と比べると、本体１６ａが相対的に短い点が異なるだけ
で、上記と同様の凹溝１６ｂ、凸条１６ｃを有している。したがって、物干し装置１２は
、上記と同じ竿支持具１８及びワイヤ保持具２４に、新たなステー４２及びワイヤ４４を
組み合わせることによって構成されている。
【００３０】
　新たなステー４２は、上記のステー２０の基端部から先端部までの長さ寸法を約半分に
短くしたものであり、基端部の端面３２や先端部側の貫通孔３４及び引掛け部３６の構造
は同じである。
【００３１】
　新たなワイヤ４４は、上記のワイヤ２２の長さ寸法を約半分にしたものであり、ワイヤ
保持具２４に引っ掛ける端部とは反対側の端部に、上記と同様の輪４４ａが設けられてい
る。ワイヤ４４の長さは、ステー４２が水平に位置するように、ワイヤ保持具２４と物干
し竿１６の挿通位置まで長さに設定されている。
【００３２】
　物干し竿１６は、物干し装置１２を使用して、上記の物干し竿１４よりも低い位置に架
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設され、図５、図６と同様に、ステー４２が第二の壁Ka2からほぼ水平に突出し、ワイヤ
４４が上述の物干し装置１０と同様に斜め約４５度の角度に張られる。
【００３３】
　以上説明したように、この実施形態の物干し装置１０，１２は、長さの異なる物干し竿
１４，１６を自在に架設することができる。また、使用時は、物干し竿１４，１６を架設
する方向を壁と直角又は平行に設定することにより室内の美観を確保することができる。
使用後においても、物干し竿１４，１６を取り外すことができ、壁には小形の竿支持具１
８とワイヤ保持具２４が残るが、ほとんど気にならず邪魔にもならない。また、竿支持具
１８とワイヤ保持具２４を壁に固定する際にビス３８を使用しているが、壁に残る痕跡が
非常に小さくて済み、後で補修するとしても簡単である。
【００３４】
　また、図１に示す部屋は、第一の壁Ka1と第二の壁Ka2の位置関係がほぼ直角（90度）に
なっているが、鋭角（例えば60～80度）や鈍角（例えば100～120度）になっていても、同
様に架設することができる。これは、図６（ｂ）で説明したように、ステー２０，４２の
貫通孔３４内で、物干し竿１４，１６は振れることができるからである。したがって、六
畳間等の矩形の部屋だけでなく、異形の部屋でも同様に使用することができ、連続しない
２つの壁を第一及び第二の壁として使用してもよい。また、建屋の外壁を利用してベラン
ダなどの屋外に架設することも可能である。
【００３５】
　なお、本発明の物干し装置は、上記実施形態に限定されるものではない。例えば図７に
示すように、ステー２０の係止フック２０ａにワイヤ２２の先端の輪２２ａを係合するも
のでも良い。この場合も、ワイヤ保持具２４の斜め上向きにステー２０を引っ張り、その
引っ張り力によって、ステー２０の基端部の端面３２を第二の壁Ｋａ２面に当接させて位
置決めし、物干し竿１４及びステー２０が保持される。
【００３６】
　上記の竿支持具１８は、物干し竿１４の端部にある所定の凹溝１４ｂ、凸条１４ｃに対
応した係合部である一対の突出部２８が設けられているが、例えば、物干し竿の端部の周
面が平坦（凹溝や凸部が設けられていない）場合は、突出部２８を省略してもよい。ただ
し、竿支持部から物干し竿の端部が脱落するおそれがある場合は、滑りにくいゴム紐で縛
り付ける等して固定しておくとよい。
【００３７】
　また、ステーは、上記のステー２０のような形状の板材に限定されず、基端部の材料や
形状も、使用状態において滑り落ちにくいゴム等でも良く、平面の場合は平坦な端面が所
定の面積を有し、図６、図７に示すような架設状態を実現できるものであればよく、デザ
イン性等を考慮して形状を変更することができる。また、引掛け部３６は、ハンガーを吊
るすことができる利便性やステーの軽量化を考慮して設けられているが、ステー自体の強
度を高くしたいとき等は省略してもよい。
【００３８】
　また、ワイヤも、上記のワイヤ２０，４２の形態に限定されず、図６に示すような架設
状態を実現できるものであればよい。上記のワイヤ２０，４２の場合、一端に輪２２ａ，
４２ａを設けた簡単な構成であるが、例えば、物干し竿をベルトで締め付けて保持する締
め付け具を取り付けてもよい。また、ワイヤの長さを可変調整できる長さ調節機構を設け
てもよい。
【００３９】
　また、ステー、竿支持具、ステーは、素材が木材であることが好ましく、例えば、木材
建築の室内の美観にマッチしやすい等の利点がある。また、ステーの基端部の端面（又は
角部）にフェルトやゴムシートを貼り付け、部屋の壁を傷つけないようにしてもよい。
【符号の説明】
【００４０】
１０，１２　物干し装置
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１４，１６　物干し竿
１４ｂ，１６ｂ　凹溝
１４ｃ，１６ｃ　凸条
１８　竿支持具
２０，４２　ステー
２２，４４　ワイヤ
２４　ワイヤ保持具
２６　隆起部
２８　突出部
３２　基端部の端面
３４　貫通孔
３６　引掛け部
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